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一

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

号　　外

平成 16 年

7 月13日（火曜日）

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

条
　
　
例

香
川
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
税
　
務
　
課
）

二

香
川
県
農
村
地
域
工
業
等
導
入
指
定
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
（
建
　
築
　
課
）

三

◇
香
川
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
四
十
三
号
）

１
　
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
新
車
新
規
登
録
か
ら
一
定
年
数
を
経
過
し
た
環
境
負

荷
の
大
き
い
自
動
車
に
は
税
率
を
重
く
す
る
特
例
措
置
が
延
長
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
自

動
車
税
の
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
農
村
地
域
工
業
等
導
入
指
定
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
四
十
四
号
）

１
　
租
税
特
別
措
置
法
、
農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
法
第
十
条
の
地
区
等
を
定
め
る
省
令

等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
県
税
の
特
別
措
置
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と

し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
一

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県

条
例
第
四
十
五
号
）

１
　
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
優
良
宅
地
認
定
事
務
及
び
優
良
住
宅
認
定
事

務
に
関
し
引
用
条
項
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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成
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六
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七
月
十
三
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（
号
外
）

二

香川県税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十六年七月十三日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第四十三号

香川県税条例の一部を改正する条例

香川県農村地域工業等導入指定地区における県税の特別措置条例等の一部を改正する条例をここに

公布する。

平成十六年七月十三日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第四十四号

香川県農村地域工業等導入指定地区における県税の特別措置条例等の一部を改正する条例

条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
七
月
十
三
日

（
号
外
）

三

香川県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十六年七月十三日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第四十五号



平
成
十
六
年
七
月
十
三
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
七
月
十
三
日

（
号
外
）

四

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

香川県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例


